
第 17 号議案

令和７ 年度 豊後大野市一般会計の予算は、 次に定める と こ ろによ る 。

（ 歳入歳出予算）

第１ 条　 歳入歳出予算の総額は、 歳入歳出それぞれ２ ７ ， ３ ５ ０ ， ０ ０ ０ 千円と 定める 。

２ 　 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと の金額は、 「 第１ 表 歳入歳出予算」 によ る 。

（ 債務負担行為）

第２ 条　 地方自治法第214条の規定によ り 債務を負担する 行為をする こ と ができ る 事項、 期間及び限度額は、 「 第２ 表 債務負担行為」 によ る 。

（ 地方債）

第３ 条　 地方自治法第230条第１ 項の規定によ り 起こ すこ と ができ る 地方債の起債の目的、 限度額、 起債の方法、 利率及び償還の方法は、

　 「 第３ 表 地方債」 によ る 。

（ 一時借入金）

第４ 条　 地方自治法第235条の３ 第２ 項の規定によ る 一時借入金の借入れの最高額は、 ３ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千円と 定める 。

（ 歳出予算の流用）

第５ 条　 地方自治法第220条第２ 項ただし 書の規定によ り 歳出予算の各項の経費の金額を流用する こ と ができ る 場合は、 次のと おり と 定める 。

（ １ ） 各項に計上し た給料、 職員手当及び共済費に係る 予算額に過不足を生じ た場合における 同一款内でのこ れら の経費の各項の間の流用。

令和７ 年２ 月21日提出

豊後大野市長 川　 野　 文　 敏

令和７ 年度 豊後大野市一般会計予算
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2

1

地方譲与税

市税

ゴルフ 場利用税交付金8

7

6

5

4

3

9, 039 

1 ゴルフ 場利用税交付金 9, 039 

848, 496 

1 地方消費税交付金 848, 496 

地方消費税交付金

60, 273 

1 法人事業税交付金 60, 273 

法人事業税交付金

14, 760 

1 株式等譲渡所得割交付金 14, 760 

株式等譲渡所得割交付金

9, 093 

1 配当割交付金 9, 093 

配当割交付金

1, 361 

1 利子割交付金 1, 361 

利子割交付金

3 航空機燃料譲与税 31 

4 森林環境譲与税 86, 806 

215, 000 

453, 954 

1, 727, 960 

3 軽自動車税 165, 577 

1 自動車重量譲与税 280, 788 

2 地方揮発油譲与税 86, 329 

第　 １ 　 表　 　 　 歳　 入　 歳　 出　 予　 算

歳入 （ 単位： 千円）

款 項 金　 　 額

3, 399, 126 

1 市民税 1, 290, 589 

2 固定資産税

4 市たばこ 税
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款 項 金　 　 額

県支出金

国庫支出金

使用料及び手数料

16

15

14

県補助金 1, 454, 065 

3 委託金 104, 190 

分担金及び負担金

交通安全対策特別交付金

地方交付税

地方特例交付金

環境性能割交付金

13

12

11

10

9

（ 単位： 千円）

2

委託金 5, 539 

国庫負担金 2, 634, 041 

2 国庫補助金 1, 376, 563 

2, 709, 558 

1 県負担金 1, 151, 303 

83, 134 

4, 016, 143 

1

419, 610 

1 使用料 336, 476 

2 手数料

3

185, 512 

283, 767 

1 分担金 98, 255 

2 負担金

3, 500 

1 交通安全対策特別交付金 3, 500 

10, 526, 228 

1 地方交付税 10, 526, 228 

17, 150 

1 地方特例交付金 17, 150 

40, 782 

1 環境性能割交付金 40, 782 
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18

17

（ 単位： 千円）

款 項 金　 　 額

歳　 　 入　 　 合　 　 計

市債

諸収入

繰越金

繰入金

寄附金

22

21

20

19

27, 350, 000 

1, 899, 600 

1 市債 1, 899, 600 

204, 516 

4 受託事業収入 15, 499 

5 雑入 155, 490 

1 延滞金、 加算金及び過料 2, 468 

2

1 繰越金 1 

市預金利子 1 

3 貸付金元利収入 31, 058 

1 

2, 112, 958 

1 特別会計繰入金 24, 962 

2 基金繰入金

寄附金 240, 501 

201 

240, 501 

1

財産収入

2, 087, 996 

79, 584 

1 財産運用収入 79, 383 

2 財産売払収入
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3

2 総務費

議会費

農林水産業費

労働費

衛生費

民生費

6

5

4

1 農業費 1, 020, 503 

労働諸費 12, 279 

1, 671, 800 

12, 279 

1

2, 068, 510 

2, 772, 123 

1 保健衛生費 1, 100, 323 

2 清掃費

4 生活保護費 1, 016, 215 

5 災害救助費 3, 549 

老人福祉費 2, 406, 422 

3 児童福祉費 2, 624, 704 

4, 387, 047 

8, 791, 320 

105, 460 

5 統計調査費 20, 025 

1 社会福祉費 2, 740, 430 

2

6

3, 761, 688 

2 徴税費

28, 770 

305, 651 

3 戸籍住民基本台帳費 165, 453 

監査委員費

4 選挙費

1 議会費

1 総務管理費

177, 907 

1

歳出 （ 単位： 千円）

款 項 金　 　 額

177, 907 

-7-



（ 単位： 千円）

472, 799 

1 農林施設災害復旧費 376, 499 

6 保健体育費 858, 833 

2, 107, 966 

1

商工費7

金　 　 額款

11

10

9

土木費8

災害復旧費

教育費

消防費

社会教育費 436, 357 

221, 736 

3 中学校費 161, 296 

4 幼稚園費 24, 011 

5

教育総務費 405, 733 

2 小学校費

1, 549, 035 

3 河川費 163, 357 

1, 137, 110 

1 消防費 1, 137, 110 

2, 066, 673 

1 土木管理費 50, 628 

2 道路橋梁費

4 都市計画費 49, 828 

5 住宅費 253, 825 

77, 172 

3 農地費 608, 763 

367, 914 

1 商工費 367, 914 

4 林業費 362, 072 

2 畜産業費

項
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13

12

予備費

諸支出金

公債費

款

27, 350, 000 歳　 　 出　 　 合　 　 計

50, 000 

1 予備費 50, 000 

14

1 

1 普通財産取得費 1 

1 公債費 2, 938, 351 

公共施設災害復旧費 96, 300 

2, 938, 351 

2

（ 単位： 千円）

項 金　 　 額
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道路橋梁新設事業 令和8年度 142, 200

障がい者基本計画等策定委託業務 令和8年度 3, 000

地域包括支援センタ ー運営委託業務 令和8年度 82, 402

道路ス ト ッ ク 補修事業 令和8年度 42, 200

運転免許自主返納支援事業（ 令和７ 年度発行分） 令和8年度　 ～　 令和9年度 500

地域福祉計画策定支援委託業務 令和8年度 3, 200

第　 ２ 　 表　 　 　 債　 務　 負　 担　 行　 為

（ 単位： 千円）

事　 　 　 　 　 項 期　 　 間 限　 度　 額
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市道改良事業 459, 700

市道補修事業 90, 800

県道改良事業負担金 89, 600

公営住宅建設事業 52, 000

県営中山間地域総合整備事業負担金 7, 600

県営経営体育成基盤整備事業負担金 18, 100

新環境センタ ー整備事業 171, 500

県営農業水利施設保全合理化事業負担金 86, 500

県営ため池等整備事業負担金 24, 700

妊婦乳児健診委託事業 14, 400

集落愛護事業 15, 200

地域子育て支援拠点事業 13, 200

放課後児童健全育成事業 48, 200

配食サービス 助成事業 24, 700

（ ただし 、 利率見直し 方式に
よ り 借入れる 政府資金、 地方
公共団体金融機構資金及び民
間資金について、 利率見直し
を行っ た後においては、 当該
見直し 後の利率）

コ ミ ュ ニティ バス 運行事業 83, 600

路線バス 運行補助事業 38, 100 証書借入

5. 0％以内 政府資金・ 地方公共団体金融
機構資金について は、 そ の融資
条件によ り 、 銀行その他の場合
には、 そ の債権者と 協定する も
のによ る 。

た だし 、 市財政の都合によ り
据置 期 間及 び 償 還 期限 を 短縮
し 、 又は繰上償還も し く は低利
に借換えする こ と ができ る 。

ケーブルテレ ビ関係設備更新事業 258, 600

第  ３   表　 　 地　 方　 債

（ 単位： 千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　 率 償　 還　 の　 方　 法
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限度額

（ 単位： 千円）

起債の目的 起債の方法 利　 率 償　 還　 の　 方　 法

現年発生林道災害復旧事業 13, 500

現年発生公共土木施設災害復旧事業 23, 300

小中学校臨時講師確保対策事業 24, 900

多機能型武道場整備事業 199, 500

消防防災施設整備事業（ 防火水槽） 29, 700

緊急消防援助隊設備整備事業 30, 000

県営急傾斜地崩壊対策事業 32, 200

市営急傾斜地崩壊対策事業 50, 000 証書借入

5. 0％以内 政府資金・ 地方公共団体金融
機構資金について は、 そ の融資
条件によ り 、 銀行その他の場合
には、 そ の債権者と 協定する も
のによ る 。

た だし 、 市財政の都合によ り
据置 期 間及 び 償 還 期限 を 短縮
し 、 又は繰上償還も し く は低利
に借換えする こ と ができ る 。

（ ただし 、 利率見直し 方式に
よ り 借入れる 政府資金、 地方
公共団体金融機構資金及び民
間資金について、 利率見直し
を行っ た後においては、 当該
見直し 後の利率）
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